
サイバー犯罪の被害は警察へ通報・相談を！！
被害を潜在化させないためにも「実質的な被害がなかった」「社内だけで対応できた」
場合でも,ためらうことなく通報しましょう。
皆様からの情報提供がサイバー空間の安全につながります。

Vol.20
令和５年８月 31 日
鹿児島県警察本部
サイバー犯罪対策課
Tel 099－206－0110

偽ショッピングサイトで商品を注文した

どうしよう

どうしよう
シリーズ

偽ショッピングサイトで商品を注文

パスワードを
変更し，他の
サービスで同
じものを使い
回している場
合は，併せて
変更する。

注文商品とは
異なる商品が
送付された場
合は，受取拒
否をする。

フィッシン
グメール
（SMS）等を
受信する可能
性があるため，
必要に応じて
メールアドレ
スや電話番号
を変更する。

振込をした金
融機関へ被害
連絡を行い，
救済措置につ
いて相談する。

クレジット会
社に被害連絡
を行い，カー
ド利用停止を
依頼するとと
もに，不正利
用が発覚した
場合には救済
措置について
相談する。

指定口座へ振
込をした

クレジット
カード情報を
入力した

ID・パスワー
ドを入力した

住所を入力し
た

メールアドレ
ス・電話番号
を入力した

【警察へ相談】
取引内容が確認できる画面，振込（支払）
明細書，相手とのメール等，取引相手に関す
る資料を持参し，住居地を管轄する警察署に
事前連絡の上，相談ください。


